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成果有体物移転に係る手続

：大学（イノベーション推進部門） ：職員等 ：外部機関

各項目は手続を担当する方ごとに、以下のように色づけされています。

イノベーション推進部門

① 提供・受入れの問い合わせ

外部機関職員等

Start!

② 連絡

③ 期間・資金・研究計画等の協議

④
提供申出書・

受入申出書を提出

⑤
ＭＴＡ（案）の協議

⑥ ＭＴＡ締結（有償の場合はこの段階で対価の支払い）

⑦ 成果物の授受
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